
箕
面
市
訓
令
第
七
十
一
号

庁
中
一
般

箕
面
市
後
援
名
義
の
使
用
に
関
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日

箕
面
市
長

原

田

亮

箕
面
市
後
援
名
義
の
使
用
に
関
す
る
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
箕
面
市
の
後
援
名
義
の
使
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
後
援
名
義
」
と
は
、
市
長
が
、
団
体
の
行
う
事
業
に

対
し
、
そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
及
び
応
援
の
意
を
表
し
て
支
援
す
る
た
め
、
使
用
を

認
め
る
箕
面
市
の
名
義
を
い
う
。

（
対
象
と
な
る
団
体
）

第
三
条

後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
団
体
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
団
体
と
す
る
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体

二

国
又
は
地
方
公
共
団
体
を
構
成
員
と
す
る
団
体

三

市
内
の
活
動
実
績
を
有
す
る
現
に
活
動
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
当
該
団
体
が
定

め
た
定
款
、
規
約
、
会
則
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
設

置
目
的
が
明
ら
か
な
団
体

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
団
体

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体
は
、
対

象
と
し
な
い
。

一

箕
面
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
四
号
）
第
二



条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
三

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係
者
（
以
下
「
暴
力
団
密
接
関
係
者
」
と
い
う
。
）

二

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
後
援
名
義
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
団
体
又
は

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
か
っ
た
団
体
の
う
ち
、
市
長
が
後
援
名

義
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
団
体

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
後
援
名
義
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
不

適
当
で
あ
る
と
認
め
る
団
体

（
対
象
と
な
る
事
業
）

第
四
条

後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
事
業
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
の
う
ち
、
事
業
の
内
容
及
び
団
体
の
状
況
を
考
慮
し
て
市
長
が
特
に
必
要
が

な
い
と
認
め
る
も
の
は
除
く
も
の
と
す
る
。

一

市
の
施
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
。

二

公
共
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
し
、
及
び
公
益
性
を
有
す
る
こ
と
。

三

市
内
で
実
施
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

四

広
く
市
民
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

五

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
。

六

市
内
で
一
回
以
上
実
施
し
た
実
績
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

政
治
的
又
は
宗
教
的
活
動
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
活
動
を
伴
わ
な
い
こ
と
。

八

暴
力
団
、
箕
面
市
暴
力
団
排
除
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又

は
暴
力
団
密
接
関
係
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。
）
の
利
益
又

は
利
益
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

九

後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
す
べ
き
で
な
い
特
段
の
事
情
が
な
い
こ
と
。

（
使
用
の
申
請
）

第
五
条

後
援
名
義
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
事
業
を
実
施
す
る
日
の
一
月
前



ま
で
に
、
後
援
名
義
使
用
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
は
、
添
付
の
必
要
が
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
一
部
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

後
援
名
義
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
で
直
近
の
後
援
名
義
を
使
用
し
た
当
該

事
業
の
実
施
内
容
が
わ
か
る
書
類

二

定
款
、
規
約
、
会
則
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

三

団
体
の
代
表
者
、
役
員
そ
の
他
主
要
な
構
成
員
が
わ
か
る
書
類

四

団
体
の
活
動
実
績
が
わ
か
る
書
類

五

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
使
用
の
承
認
等
の
通
知
）

第
六
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査

し
、
後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
す
る
と
き
は
後
援
名
義
使
用
承
認
通
知
書
（
様
式
第

二
号
）
に
よ
り
、
後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
し
な
い
と
き
は
後
援
名
義
使
用
不
承
認

通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
当
該
申
請
を
し
た
団
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
使
用
の
条
件
等
）

第
七
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を

付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
事
業
（
以
下
「
承
認
事
業
」
と
い
う
。
）

の
実
施
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
、
災
害
及
び
損
害
に
つ
い
て
は
、
承
認
事
業
を
実

施
す
る
団
体
（
以
下
「
実
施
団
体
」
と
い
う
。
）
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
。

二

承
認
事
業
を
中
止
し
、
又
は
承
認
事
業
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
は
、
事
前
に

市
長
に
届
出
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

三

市
長
の
求
め
に
応
じ
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
す
る
こ
と
。

四

暴
力
団
等
に
対
し
利
益
を
供
与
し
な
い
こ
と
。



五

こ
の
要
綱
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
承
認
事
業
の
内
容
に
応
じ
て
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
条
件

２

市
長
は
、
実
施
団
体
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
関
し
必
要
な

指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
八
条

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
後
援
名

義
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
団
体

に
損
失
が
生
じ
た
と
き
は
、
市
は
、
そ
の
損
失
を
補
償
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
。

一

後
援
名
義
の
使
用
を
承
認
し
た
後
に
お
い
て
、
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す

る
承
認
の
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

虚
偽
又
は
不
正
な
手
段
に
よ
り
、
後
援
名
義
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

四

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

五

そ
の
他
後
援
名
義
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。

（
後
援
名
義
の
無
断
使
用
）

第
九
条

市
長
は
、
後
援
名
義
が
無
断
で
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
事
業
の
主
催

者
等
に
書
面
又
は
口
頭
で
警
告
し
、
そ
の
使
用
を
中
止
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
免
責
）

第
十
条

市
は
、
後
援
名
義
の
使
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
一
切
の
責
任
を

負
わ
な
い
。

（
報
告
）

第
十
一
条

実
施
団
体
は
、
承
認
事
業
の
終
了
後
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
事
業

結
果
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
え
て
市
長
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



一

承
認
事
業
の
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
そ
の
他
の
広
告
物
の
う
ち
、

後
援
名
義
が
記
載
さ
れ
た
も
の

二

承
認
事
業
の
参
加
者
に
配
布
し
た
書
類
（
初
め
て
実
施
し
た
承
認
事
業
で
あ
っ

て
、
当
該
書
類
を
配
布
し
た
場
合
に
限
る
。
）

三

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
後
援
名
義
の
使
用
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
実
施
す
る
事

業
に
係
る
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
事
業
を
実
施
す
る
日
の

一
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
す
る
。


